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農
地
の
貸
し
借
り
の
お
す
す
め

近
年
、
社
会
事
情
の
変

動
に
と
も
な
い
、
自
分
の

農
地
を
自
分
の
手
で
耕
作

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
、

ま
た
農
業
の
経
営
規
模
拡

大
を
は
か
る
目
的
で
耕
作

地
を
も
と
め
ら
れ
る
方
々

を
対
象
に
国
で
は
、
農
用

地
利
用
増
進
事
業
を
行
な

っ
て
い
ま
す
。

本
町
で
も
既
に
昭
和
五

一
年
度
か
ら
こ
の
事
業
に

取
り
組
み
、
現
在
ま
で
に

町
内
で
一
四
六
件
の
貸
し

借
り
の
お
世
話
を
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。そ

こ
で
、
再
度
こ
の
事
業
の
概
要
を

説
明
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の

方
は
、
昭
和
五
五
年
三
月
一
五
日
ま
で

に
農
林
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

一
、
事
業
の
目
的

前
述
の
ご
と
く
。
農
業
の
担
い
手
の

育
成
、
確
保
及
び
農
用
地
の
有
効
利
用

を
図
り
、
地
域
農
業
の
振
興
に
資
す
る

も
の
で
す
。

二
、
契
約
内
容
に
つ
い
て
は
、
町
長
が

仲
介
役
と
な
り
お
世
話
す
る
事
業
で

す
。

三
、
契
約
の
有
効
期
間
は
、
原
則
と
し

て
三
か
年
間
で
す
。
（
昭
和
五
五
年

四
月
一
日
～
昭
和
五
八
年
三
月
三

一
日
）

四
、
三
か
年
経
過
後
は
、
法
的
に
自
然

解
約
と
な
り
ま
す
が
、
希
望
に
よ
り

引
続
き
契
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

五
、
賃
借
料
（
小
作
料
）
は
、
農
業
委

員
会
の
定
め
た
標
準
小
作
料
を
参
考

に
貸
し
手
と
借
り
手
の
話
し
合
い
で

決
め
ま
す
。

六
、
賃
借
料
の
支
払
い
時
期
は
、
毎
年

一
二
月
末
日
ま
で
で
す
。

七
、
契
約
期
間
が
短
い
た
め
、
時
代
に

そ
っ
た
賃
借
料
の
設
定
が
で
き
ま
す
。

八
、
期
間
内
の
解
約
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

九
、
そ
の
他
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
農

林
課
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

※
　
す
で
に
、
こ
の
事
業
に
取
り
組
ま

れ
て
い
る
方
で
、
初
年
度
契
約
者
（

昭
和
五
二
年
）
は
、
契
約
終
期
が
昭

和
五
五
年
二
月
一
四
日
と
な
り
ま
す

の
で
、
引
続
き
契
約
の
更
新
等
所
定

の
手
続
き
を
さ
れ
る
よ
う
、
お
す
す

め
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
国
で
は
昭
和
五
四
年
度
か

ら
新
た
に
農
用
地
高
度
利
用
促
進
事

業
を
も
う
け
、
こ
の
事
業
の
促
進
を

図
る
た
め
、
貸
し
手
農
家
を
対
象
に

貸
し
付
け
田
一
〇
ア
ー
ル
当
り
一
万

円
（
契
約
期
間
が
六
年
以
上
の
も
の

に
つ
い
て
は
二
万
円
）
の
奨
励
金

を
交
付
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
地
域
農
政
特
別
対
策
事

業
を
拡
充
し
て
実
施
す
る
も
の
で
、

油
谷
町
で
も
昭
和
五
五
年
度
か
ら

こ
の
事
業
指
定
を
受
け
る
計
画
で

す
。

山 口 県 最 低賃 金 改 定
山 口 県 内の 全 事 業 場 の 使 用者 と 労 働者 に 適 用 さ れ る 「 山

口 県 最 低 賃金 」 と 各 種産 業 別の 最 低 賃 金 が 下 記 の と お り 改
定 さ れ まし た 。

使 用 者は 労 働 者 に 対 し 精 皆 勤 手 当 ・ 通 勤 手 当 ・ 家 族 手 当
を 含 め ずに 、 各最 低 賃金 以 上 の 賃 金を 支払 わな け れ ば な り

ま せ ん 。　　　　　　　　　　　　　　　山 口 労 働 基 準 局

産　 業　 別 最　　 低　　 賃　　 金　　 額

山 口 県 最 低 賃 金
1　日　2. 5 0 3円
賃金の大部分か時間によって定められてい る者については、

1 時 間　313 円

卸 売 業 ・ 小 売 業

1　日　2. 8 5 5円　　　　1 時 間　357 円
ただし、清掃、炊事その 他これらに凖ずる軽易な業務に主
として従事する者については、
1 日2, 7  3 5円　　　1 時 間342 円

繊　 維　 産　 業

1　 日　2. 7  3 0 円　　　　　1 時 間　342 円

た だし 、（1）屈 入 れ 後6 月未 泌 の 者 （2）糸切 り、 ラベ ルはり 、
袋 入れ 、 検反 に 伴う 耳 切り 若 しく は 汚れ 落 とし 、 折畳 み 乂

は 清掃 の 業務 に 主と して 従 事 する 者に つ いて は 、
1 日2, 5  9 3 円　　　1 時 間325 円

食 料 品 製 造 業

1　日　2. 7 3 1円　　　　　1時 間　342 円
ただし、手作業による袋詰め、レッテルはり若しくはびん
洗い、清掃又は片付けの業務に主として従事する者につい
ては、
1　日　2. 6 2 6円　　　　　1時 間　329 円

木 材 ・ 木 製 品 ・ 家
具・ 装 備 品 製 造 業

1　日　2, 8 6 2円　　　　　1時 間　358 円

出 版・ 印 刷 ・ 同 関
連 産業

1　日　2. 8 0 3円　　　　1 時 間　351 円

窯 業 ・ 土 石 製 品 製

造 業

1　日　3, 0 0 0円　　　　　1時 間　375 円
ただし、 食亟用・ ちゅう房用陶磁器製造業又は陶磁器製置
物製造業に係る業扣こ従事する者については、
1　日　2. 8 0 0円　　　　　1時 間　350 円

機 械・ 金 属 製 品 等
製 造 業 及 び 自 動 車
整 備 業

1　 日　2. 9  8 6円　　　　　1 時 間　374 円

ただし、電 気機械器具製造業に係 る業務に従事する者につもて は、

1　 日　2. 8  0 0円　　　　　1 時 間　350 円

こ
ん
に
ち
は

保
健
婦
で
す

や
け
ど
の
応
急
手
当

や
け
ど
は
家
庭
の
中
で
一
番
お
こ
り

や
す
い
事
故
で
、
ス
ト
ー
ブ
な
ど
の
暖

房
器
具
を
使
う
冬
は
そ
の
危
険
が
高
い

と
思
わ
れ
ま
す
。

事
故
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
場
合
で

も
お
こ
っ
た
直
後
の
手
当
い
か
ん
に
よ

り
、
後
に
重
大
な
問
題
に
な
る
こ
と
が

多
い
も
の
で
す
が
、
特
に
や
け
ど
の
場

合
は
ヒ
キ
ツ
レ
な
ど
の
後
遺
症
を
少
し

で
も
残
さ
ぬ
た
め
に
、
病
院
に
い
く
ま

で
の
応
急
手
当
が
非
常
に
大
切
で
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
も
し
や
け
ど
を
し
た

ら
次
の
事
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

①
や
け
ど
の
部
分
を
清
潔
に
保
つ
。
す

ぐ
薬
や
チ
ン
ク
油
を
塗
っ
た
り
し
な
い
。

②
で
き
る
だ
け
早
く
、
水
で
冷
や
す
。

冷
や
す
時
間
は
少
な
く
と
も
二
〇
分
。

③
水
で
冷
や
し
な
が
ら
、
靴
下
や
シ
ャ

ツ
、
指
輪
な
ど
を
と
る
。
シ
ャ
ツ
や
靴

下
が
、
や
け
ど
の
部
分
を
こ
す
る
よ
う

な
ら
、
ハ
サ
ミ
で
切
り
と
る
。

④
衣
類
な
ど
に
火
が
つ
い
た
時
は
、
す

ぐ
に
も
み
消
し
、
水
を
か
け
る
。

⑤
水
泡
が
で
き
て
も
つ
ぶ
さ
な
い
。

⑥
や
け
ど
の
部
分
を
広
さ
に
応
じ
て
、

清
潔
な
シ
ー
ツ
、

タ
オ
ル
な
ど
で
そ

っ
と
お
お
っ
て
、

簡
単
に
洗
濯
バ
サ

ミ
の
よ
う
な
も
の

で
と
め
る
。
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